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自己資本の充実の状況等について
１．自己資本の調達手段の概要
　自己資本は、コア資本に係る基礎項目の額からコア資本に係る調整
項目の額を控除して、自己資本の額となっております。自己資本の額
のうち、当金庫が積み立てているもの以外は、地域のお客様からお預
かりしている普通出資金7,858百万円と信用金庫業界の中央機関であ
る信金中央金庫が引き受けた優先出資金10,000百万円が含まれます。

２．自己資本の充実度に関する評価方法の概要
　自己資本の充実度に関しましては、国内基準である自己資本比率
４％を上回っており、経営の健全性・安全性を充分保っております。
また、当金庫は各エクスポージャーが特定分野に集中することなく、
リスク分散が図られていると評価しております。
　一方、将来の自己資本充実策については、年度ごとに掲げる収支計
画に基づいた業務推進を通じ、そこから得られる利益による資本の積
上げを第一義的な施策として考えております。なお、収支計画につい
ては、貸出金計画に基づいた利息収入や市場環境を踏まえた運用収益
など、足元の状況を踏まえたうえで策定された極めて実現性の高いも
のであります。

３．信用リスクに関する事項
⑴　リスク管理の方針及び手続の概要
　信用リスクとは、貸出先の財務状況の悪化などにより、当金庫
の資産（オフ・バランス資産を含む）の価値が減少ないし消失
し、損失を被るリスクのことをいいます。
　当金庫では、信用リスクは管理すべき最重要のリスクであると
の認識のうえ、安全性・公共性・流動性・成長性・収益性の5原
則に則った厳正な与信判断を行うべく、与信業務の普遍的かつ基
本的な理念・指針・規範などを明示した「クレジットポリシー」
を制定し、広く役職員に理解と遵守を徹底しています。
　信用リスク管理にあたっては、小口多数取引の推進によるリス
ク分散、与信集中によるリスクの抑制のため大口与信先の管理態
勢の強化などに努め、また、与信ポートフォリオ管理として、自
己査定による債務者区分別・地域別・業種別など、さまざまな角
度からの分析に注力しています。
　また、より高度な計測モデルを活用した信用リスク管理態勢の
構築に取り組んでいます。
　審査・与信管理にあたっては、審査部門である融資部は、営業
推進部門の営業統括部と組織上区分しており、営業推進部門の影
響を受けない体制となっています。
　また、経営陣による融資審査会を定期的に開催し個々の貸出先
の取組方針を明確にしています。延滞貸出金など問題債権の管理
は専門部署として債権管理部を設置し、個別に取組方針を策定
し、きめ細かな管理を実施しています。
　さらに、与信運営に係る妥当性の検証については監査部が内部
監査を実施するなど、適切な与信運営を実施する管理態勢を構築
しています。
　また企業サポート部は、お客様に対するきめ細かな経営相談や
経営指導を通じて、積極的に企業・事業再生支援に取り組んでい
ます。
　信用コストである貸倒引当金は、「自己査定基準」及び「資産
査定等に係わる償却・引当基準」に基づき、自己査定における債
務者区分ごとに算定しています。一般貸倒引当金にあたる正常
先、要注意先、要管理先については、債務者区分ごとの債権額に
それぞれ貸倒実績率に基づいた予想損失率を乗じて算出していま
す。
　なお、資本的劣後ローン（早期経営改善特例型）を実施した債
務者については、資本とみなす貸出債権額を全額引当としていま
す。
　また、個別貸倒引当金に関しては、破綻懸念先の債務者で与信
額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息
の受取に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができ
る債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施
前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価格との差額を貸倒
引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当て
ています。上記以外の債権については、未保全額に対して貸倒実
績率に基づいた予想損失率を乗じて算出しています。
　実質破綻先及び破綻先は、未保全額全額を貸倒引当金として計
上しています。
　なお、それぞれの結果については監査法人の監査を受けるな
ど、適正な計上に努めています。

⑵　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
　当金庫が、リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は
原則として、以下の3機関です。

　なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の使い分け
は行っておりません。
①　株式会社　格付投資情報センター
②　株式会社　日本格付研究所
③　ムーディーズ・レーティングス・インク

４．信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
　信用リスク削減手法とは、当金庫が抱えている信用リスクを軽減化
するための措置をいい、具体的には、預金担保・不動産担保・有価証
券担保・保証などが該当します。当金庫では、融資受付に際し、資金
使途・返済原資・財務内容・事業環境・経営者の資質など、さまざま
な角度から可否の判断をしており、担保や保証による保全措置は、あ
くまでも補完的な位置付けと認識し、担保または保証に過度に依存し
ない融資姿勢に徹しています。ただし、与信審査の結果、担保または
保証が必要な場合には、お客様への十分な説明とご理解をいただいた
うえで、ご契約いただくなど適切な取扱いに努めています。
　当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金・有価証券・不動産など、
保証には、人的保証・信用保証協会保証・政府関係機関保証・民間保
証などがありますが、その手続については、当金庫が定める「融資事
務取扱細則」などにより適切な事務取扱および適正な評価を行ってお
ります。
　また、手形貸付・割引手形・証書貸付・当座貸越・債務保証に関し
て、お客様が期限の利益を失われた場合には、当該与信取引の範囲に
おいて、預金相殺を用いる場合があります。この際、当金庫が定める
規程・要領や各種約定書などに基づき、法的に有効である旨確認のう
え、事前の通知や諸手続きを省略して払戻充当いたします。
　なお、当金庫では、定期預金及び定期積金を担保としている貸出金
については、担保額を信用リスク削減額としています。担保額につい
ては、貸出債権残高を上限とし、定期預金は元金、定期積金は掛込残
高の範囲内としています。
　また、国・地方公共団体・政府関係機関などが保証している保証債
権及び、適格格付機関による格付が付与されている機関が保証してい
る保証債権について、原資産及び債務者のリスク・ウェイトに代えて
当該保証人のリスク・ウェイトを適用しています。

５．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する
リスク管理の方針及び手続きの概要
　当金庫では、有価証券勘定の証券投資信託の中に一部派生商品取引
を扱った商品を保有しています。派生商品取引には、市場の変動によ
り損失を受ける可能性のある市場リスクや取引相手方が支払不能にな
ることにより損失を受ける可能性のある信用リスクが内包されていま
す。
　市場リスクについては、資金運用方針及び運用計画の中で一定の投
資枠を設けるなどして適切なリスク管理に努めています。
　また、信用リスクへの対応として、お客様との取引については、総
与信取引における保全枠との一体的な管理により与信判断を行うこと
でリスクを限定しており、適切な保全措置を講じております。
　さらに、リスク管理態勢強化のため、金庫全体のリスク許容限度内
で配賦されたリスク資本による統合的リスク管理については、平成18
年度下期より、その態勢整備に努め、平成19年４月より運用を図って
います。
　なお、長期決済期間取引は該当ありません。

６．証券化エクスポージャーに関する事項
⑴　リスク管理の方針及び手続の概要
　証券化とは、金融機関が保有するローン債権や企業が保有する
不動産など、それらの資産価値を裏付けに証券として組み替え、
第三者に売却して流動化することを指します。一般的には、証券
の裏付けとなる原資産の保有者であるオリジネーターとして保有
する場合と、証券を購入する側である投資家として保有する場合
の二つに大きく分類されます。
　投資家として保有する場合の証券投資に係るリスクの認識につ
いては、市場動向、裏付資産の状況、時価評価および適格格付機
関が付与する格付情報などを分析・検討して、必要に応じて常務
理事会、ＡＬＭ委員会に付議し、「資金運用方針および運用計画
について」の中で定める投資枠内での取引に限定するとともに、
取引にあたっては、当金庫が定める「資金運用規程」などに基づ
いて投資対象を一定の信用力を有するものにするなど、適正な運
用・管理を行っております。
　なお、当金庫の証券化エクスポージャーに区分される投資の種
類は、以下の通りであり、次にあげる特性を有するものです。
・投資家が原資産から得られるキャッシュフローを受け取れなく
なる場合、投資家は債務履行をオリジネーターに遡及不可（ノ
ン・リコース）であること。
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・証券化取引の中で、原資産が持つ信用リスクを「優先劣後構
造」の関係にある2層以上のエクスポージャーに階層分けし、信
用リスクの一部や全部を第三者（投資家）に移転していること。
①　リース料債権を裏付とする信託受益権
②　貸付債権を裏付とする信託受益権
③　商業用不動産を裏付とする信託受益権
④　居住用不動産を裏付とする信託受益権
⑤　債券を裏付とする信託受益権

⑵　証券化エクスポージャーについて、信用リスクアセットの額の
算出に使用する方式の名称
　当金庫では、外部格付準拠方式を採用しています。

⑶　証券化取引に関する会計方針
　当該取引に係る会計処理については、当金庫が定める「資金運
用規程」など及び、日本公認会計士協会の「金融商品会計に関す
る実務指針」に従った、適正な処理を行っています。

⑷　証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する
適格格付機関
　当金庫が、リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は
原則として、以下の3機関です。
　なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の使い分け
は行っておりません。
①　株式会社　格付投資情報センター
②　株式会社　日本格付研究所
③　ムーディーズ・レーティングス・インク

７．オペレーショナル・リスクに関する事項
⑴　リスク管理の方針および手続きの概要
　当金庫は、オペレーショナル・リスクを、業務の過程、役職員
の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事
象により損失を被るリスクとし、オペレーショナル・リスク管理
態勢の下で、常にオペレーショナル・リスク発生の危険度を把握
し、規程の整備、指導を図るとともに、厳正な管理に努め、その
リスクの極小化に努める方針としており、オペレーショナル・リ
スク管理規程を制定し、管理態勢を整備するとともに、定期的に
収集したデータの分析、評価を行い、リスクを特定することでリ
スク発生の未然防止および極小化に努めております。
　特に、事務リスク管理については、事務リスク管理規程に基づ
き、厳正な各種事務規程等を整備し、本部・営業店が一体となっ
てその遵守を心掛けることはもちろんのこと、日頃の事務指導や
研修体制の強化、さらには牽制機能としての事務検査等に取り組
み、事務品質の向上に努めております。
　システムリスクについては、システムリスク管理規程に基づ
き、管理すべきリスクの所在・種類等を明確にし、定期的な検証
を実施するとともに、システム障害やサイバー攻撃等、多様化か
つ複雑化するリスクに対して、安定した業務遂行ができるよう、
管理態勢の強化に努めております。
　当金庫では、その他のオペレーショナル・リスクとして、法務
リスク、人的リスク、有形資産リスクを管理対象とし、各リスク
管理規程に基づき、適切な管理に努めております。
　オペレーショナル・リスクに関する重要な事象については、オ
ペレーショナル・リスク管理委員会や事務リスク検討部会にて定
期的に協議、検討を行い、常務理事会に付議・報告する態勢を整
備しております。

⑵　オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
　当金庫は基礎的手法を採用しております。（令和５年度計数）
　当金庫は標準的計測手法を採用しており、金利要素、役務要素
および金融商品要素の合計額であらわされる事業規模指標をBIと
し、ILM「1」を適用して、オペレーショナル・リスク相当額を
算出しております。なお、オペレーショナル・リスク相当額の算
出に当たって、BIの算出から除外した事業部門はございません。
（令和6年度計数）

８．出資その他これに類するエクスポージャーまたは株式等エクスポ
ージャーに関するリスク管理の方針及び手続きの概要

　上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託に係るリスクの認
識については、統合的リスク管理態勢の下で、時価評価およびVaRに
よるリスク計測によって把握するとともに、当金庫の抱える市場リス
クの状況や、設定されたリスク限度額、保有限度額の遵守状況を適切
にモニタリングし管理するほか、ストレステストなど複合的なリスク
の分析を実施し、定期的にＡＬＭ委員会および常務理事会へ報告して
おります。
　一方、非上場株式、子会社・関連会社、政策投資株式、その他ベン
チャーファンドまたは投資事業組合への出資に関するリスクの状況
は、財務諸表や運用報告を基にした評価による定期的なモニタリング
を実施するとともに、適宜経営陣へ報告を行うなど、適切なリスク管
理に努めております。
　なお、当該取引に係る会計処理については、当金庫が定める「資金
運用規程」等および日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実
務指針」に従った適正な処理を行っております。

９．金利リスクに関する事項
１．リスク管理の方針及び手続きの概要
⑴　リスク管理及び計測の対象とする金利リスクの考え方及び範囲
に関する説明

⑵　リスク管理及びリスク削減の方針に関する説明
⑶　金利リスク計測の頻度
⑷　ヘッジ等金利リスクの削減手法（ヘッジ手段の会計上の取扱い
を含む）に関する説明
　当金庫は、統合的リスク管理態勢の下で、体力に見合ったリス

クテイクを行い、経営の健全性の確保と収益性の向上を図る方針
としており、各種リスクを統一的な尺度としてVaRにより計量化
し、年度ごとに決定されるリスク資本配賦運営の枠組みの中で、
警戒水準およびリスクリミットを設定し管理しております。金利
リスクについては、当金庫の全ての金利感応資産・負債を管理対
象とし、重要性を踏まえて計測を行っており、VaRに基づくリス
ク量の管理に加え、自己資本に対する⊿EVEの比率に警戒水準お
よびリスクリミットを設定し、別途管理しております。
　金利リスクの計測は、毎月末日を基準日として月次で行い、有
価証券に係る金利リスクについては、前日を基準日として日次で
も計測を行っております。計測結果はＡＬＭ委員会および常務理
事会に報告され、リスクテイクのトレンドについて常時把握でき
る態勢としております。なお、リスク量が警戒水準にある場合
は、ＡＬＭ委員会および常務理事会は、市場動向および運用方針
等について、より慎重に検討・協議し、リスクテイクへの牽制を
図ることとしております。また、リスクリミットを超過した場合
は、ＡＬＭ委員会においてリスク削減等の対応策を協議し、常務
理事会および理事会に付議することとしております。

２．金利リスクの算定方法の概要
⑴　開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿EVEおよび⊿NII
並びに銀行がこれらに追加して自ら開示を行う金利リスクに関す
る以下の事項
①　流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期
　令和７年３月末基準における流動性預金全体の金利改定の平
均満期は5.772年です。
②　流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期
　流動性預金の金利改定の平均満期を推計するにあたり、最長
の金利更改満期を10年としております。
③　流動性預金への満期の割り当て方法（コア預金モデル等）及
びその前提
　普通預金など満期のない流動性預金については、コア預金モ
デルを使用して預金残高推移を統計的に解析し、将来の預金残
高推移を保守的に推計することで実質的な満期を計測しており
ます。推計にあたっては、過去の預金残高の変化と景気指標と
の関係性、市場金利に対する預金金利の追随率に基づく影響を
考慮しております。推計値については定期的にバックテストを
実施するなど、モデルの検証等は十分に行っております。
④　固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前
提
　金融庁が定める保守的な前提を採用しております。
⑤　複数の通貨の集計方法及びその前提
　通貨ごとに算出した金利リスク量が正となる通貨のみを単純
合算しております。なお、通貨ごとの金利リスク量を計測する
にあたっては、完全再評価法を採用しております。
⑥　スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッ
シュフローに含めるか否か等）
　スプレッド及びその変動は考慮しておりません。
⑦　内部モデルの使用等、⊿EVEおよび⊿NIIに重大な影響を及
ぼすその他の前提
　当金庫は、コア預金の算出に内部モデルを使用しておりま
す。コア預金については、過去の実績データを用いて推計して
いるため、実績値が大きく変動した場合、⊿EVEおよび⊿NII
に重大な影響を及ぼす可能性があります。
⑧　前事業年度末の開示からの変動に関する説明
　⊿EVEの最大値は前期末2,261百万円から当期末935百万円と
1,326百万円減少しております。
　⊿NIIの最大値は前期末644百万円から当期末748百万円と104
百万円増加しております。
⑨　計測値の解釈や重要性に関するその他の説明

　●当金庫は、重要性を踏まえて日本円、米ドル、豪ドル、加
ドル、ユーロを計測対象通貨とし、日本円をはじめ各国通
貨のOIS金利を基にしたイールドカーブをリスクフリーレ
ートとしております。
　●割引金利間、参照金利間の相関およびリスクフリーレート
に対する追随率等については考慮しておりません。
　●ファンドを通じて保有するポジションの金利リスクについ
ては、ファンド１銘柄を１債券と見做し、内包債券の通貨
に応じたイールドカーブで割り引く等による簡便的かつ保
守的な手法により計測しております。
　●当金庫の⊿EVEは自己資本の20%以内であり、金利リスク
管理上、問題ない水準となっております。

⑵　自己資本の充実度の評価、ストレステスト、リスク管理、収益
管理、経営上の判断その他の目的で、開示告示に基づく定量的開
示の対象となる⊿EVEおよび⊿NII以外の金利リスクを計測して
いる場合における、当該金利リスクに関する以下の事項
①　金利ショックに関する説明
②　金利リスク計測の前提及びその意味（特に、開示告示に基づ
く定量的開示の対象となる⊿EVEと大きく異なる点）
　当金庫は、統合的リスク管理態勢の下で、金利リスクをVaR
により計量化しております。金利VaRの計測は分散共分散法を
採用し、観測期間を５年、保有期間を１年、信頼区間を99.0%
としております。統合的リスク管理においては、VaRで計測さ
れるリスク量に対して警戒水準およびリスクリミットを設定し
管理することで、リスクテイクをコントロールしております。
また、過去のショック事例や市場環境を踏まえた先行きの見通
しなど、蓋然性が高い金利変動等を想定したストレステストを
定期的に実施して金利リスクを計測し、自己資本の充実度評価
や収益管理、経営上の判断その他の目的に活用しております。
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単体における事業年度の開示事項

１．自己資本の構成に関する事項 (単位：百万円)

項　　　　　　　目 令和5年度 令和6年度
コア資本に係る基礎項目　　　　　(1)
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 35,002 36,774

うち、出資金及び資本剰余金の額 21,847 21,665
うち、利益剰余金の額 13,314 15,367
うち、外部流出予定額（△） ― ―
うち、上記以外に該当するものの額 △159 △259

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 1,297 1,264
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 1,297 1,264
うち、適格引当金コア資本算入額 ― ―

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ― ―
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額 (イ) 36,299 38,038
コア資本に係る調整項目 (2)
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 183 154

うち、のれんに係るものの額 ― ―
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 183 154

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 593 558
適格引当金不足額 ― ―
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 ― ―
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 ― ―
前払年金費用の額 ― ―
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 ― ―
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 ― ―
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 ― ―
信用金庫連合会の対象普通出資等の額 ― ―
特定項目に係る十パーセント基準超過額 ― ―

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 ― ―
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 ― ―
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ―

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 ― ―
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 ― ―
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 ― ―
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ―

コア資本に係る調整項目の額 (ロ) 777 713
自己資本
自己資本の額 ((イ) － (ロ)) (ハ) 35,522 37,325
リスク・アセット等 (3)
信用リスク・アセットの額の合計額 448,369 449,115

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー ― ―
うち、上記以外に該当するものの額

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 ―
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 21,381 21,273
信用リスク・アセット調整額 ―
フロア調整額 ―
オペレーショナル・リスク相当額調整額 ―
リスク・アセット等の額の合計額 (ニ) 469,750 470,389
自己資本比率
自己資本比率 ((ハ) ／ (ニ)) 7.56％ 7.93％

Ⅰ．単体における事業年度の開示事項

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用金庫および信用金庫連合
会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）（以下、
「告示」という。）」に基づく開示を行っております。なお、当金庫は国内基準を採用しております。
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⑴　自己資本の充実度に関する事項 (単位：百万円)

令和5年度 令和6年度
リスク・アセット等 所要自己資本額 リスク・アセット等 所要自己資本額

イ．信用リスク・アセット・所要自己資本の額合計 448,369 17,934 449,115 17,964
①　標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー 429,849 17,193 427,762 17,110

現金 ― ― ― ―
我が国の中央政府及び中央銀行向け ― ― ― ―
外国の中央政府及び中央銀行向け ― ― ― ―
国際決済銀行等向け ― ― ― ―
我が国の地方公共団体向け ― ― ― ―
外国の中央政府等以外の公共部門向け ― ― ― ―
国際開発銀行向け ― ― ― ―
地方公共団体金融機構向け 130 5 130 5
我が国の政府関係機関向け 792 31 759 30
地方三公社向け 40 1 40 1
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 73,789 2,951 76,661 3,066

第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 11,899 475
カバード・ボンド向け ― ―
法人等向け 77,166 3,086 108,210 4,328
中小企業等向け及び個人向け 92,119 3,684
中堅中小企業等向け及び個人向け 30,095 1,203

トランザクター向け 750 30
抵当権付住宅ローン 30,325 1,213
不動産取得等事業向け 110,617 4,424
不動産関連向け 145,869 5,834

自己居住用不動産等向け 80,008 3,200
賃貸用不動産向け 40,603 1,624
事業用不動産関連向け 25,257 1,010
その他不動産関連向け ― ―
ＡＤＣ向け ― ―

劣後債権及びその他資本性証券等 8,632 345
三月以上延滞等 1,968 78
延滞等向け 12,955 518
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 1,755 70
取立未済手形 132 5 81 3
信用保証協会等による保証付 5,894 235 6,731 269
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 4 0 4 0
出資等 86 3

出資等のエクスポージャー 86 3
重要な出資のエクスポージャー ― ―

株式等 84 3
上記以外 36,781 1,471 35,750 1,430

重要な出資のエクスポージャー ― ―
他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他外部Ｔ
ＬＡＣ関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー 8,303 332 8,053 322
信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の
額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー 7,798 311 7,528 301
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー 7,373 294 7,303 292
上記以外のエクスポージャー 13,304 532 12,865 514

②　証券化エクスポージャー 102 4 ― ―
証券化（オリジネーター） ― ― ― ―

（うち再証券化） ― ― ― ―
証券化（オリジネーター以外） 102 4 ― ―

（うち再証券化） ― ― ― ―
③ リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー 18,417 736 21,353 854

ルック・スルー方式 18,417 736 21,353 854
④ 未決済取引 ― ―
⑤ 他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措

置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額 ― ― ― ―
⑥ ＣＶＡリスク相当額を八パーセントで除して得た額（簡便法） ― ― ― ―
⑦ 中央清算機関関連エクスポージャー ― ― ― ―

ロ．オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 21,381 855 21,273 850
BI 14,182
BIC 1,701

ハ．単体リスク・アセットの合計額及び単体総所要自己資本額（イ＋ロ） 469,750 18,790 470,389 18,815

粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×15％
直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

＜令和５年度計数におけるオペレーショナル・リスク相当額（基礎的手法）の算定方法＞

　

２．定量的な開示事項

（注）１．所要自己資本額＝リスク・アセット等×４％
２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引および派生商品取引の与

信相当額等のことです。
３．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポージ

ャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人等向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・
ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。

４．延滞等とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。
①金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること
②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと
③３か月以上限度額を超過した当座貸越であること

５．当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております（令和５年度計数）。

６．当金庫ではマーケット・リスクに関する事項は該当ありません。
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＜地域別・業種別・残存期間別＞ (単位：百万円)

エクスポージャー
区分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高 三 月 以
上 延 滞
エ ク ス
ポ ー ジ
ャー

延 滞 エ
ク ス ポ
ー ジ ャ
ー

貸出金、コミッ
トメント及びそ
の他のデリバテ
ィブ以外のオフ
バランス取引

債券 デリバティブ取引

5年度 6年度 5年度 6年度 5年度 6年度 5年度 6年度 5年度 6年度
国内 1,131,591 1,142,846 606,582 621,402 489,453 486,052 ― ― 2,679 13,164
国外 25,222 26,120 ― ― 25,131 26,026 ― ― ― ―
地域別合計 1,156,814 1,168,966 606,582 621,402 514,584 512,078 ― ― 2,679 13,164
製造業 20,000 25,357 18,517 16,727 1,470 8,598 ― ― 50 575
農業、林業 356 350 356 350 ― ― ― ― 10 18
漁業 7 10 7 10 ― ― ― ― 6 4
鉱業、採石業、砂利採取業 230 137 230 137 ― ― ― ― 70 61
建設業 65,188 67,985 63,963 64,985 1,190 2,959 ― ― 185 1,219
電気・ガス・熱供給・水道業 8,367 10,000 1,048 981 7,299 8,992 ― ― ― 35
情報通信業 2,765 2,558 1,019 1,015 1,740 1,540 ― ― 0 0
運輸業、郵便業 17,055 17,226 16,189 15,870 856 1,344 ― ― 7 88
卸売業、小売業 50,399 53,133 47,096 48,886 3,273 4,213 ― ― 365 2,288
金融業、保険業 432,549 402,121 22,127 26,965 404,592 369,103 ― ― 0 ―
不動産業 141,256 142,011 136,635 136,013 4,536 5,906 ― ― 813 2,794
物品賃貸業 3,799 5,451 3,799 5,450 ― ― ― ― 21 0
学術研究、専門・技術サービス業 1,054 1,028 1,054 1,027 ― ― ― ― 0 0
宿泊業 1,839 1,945 1,839 1,944 ― ― ― ― 26 34
飲食業 6,487 6,702 6,481 6,696 ― ― ― ― 175 705
生活関連サービス業、娯楽業 5,562 5,837 5,557 5,831 3 3 ― ― 13 348
教育、学習支援業 1,742 1,486 1,740 1,485 ― ― ― ― 0 3
医療、福祉 12,389 12,052 12,363 12,026 ― ― ― ― 250 1,056
その他のサービス 23,362 25,376 23,135 24,916 214 445 ― ― 191 1,572
国・地方公共団体等 128,480 149,346 38,914 40,226 89,392 108,960 ― ― ― ―
個人 204,671 210,025 204,499 209,844 ― ― ― ― 490 2,358
その他 29,235 28,809 ― ― 13 11 ― ― ― ―
業種別合計 1,156,814 1,168,966 606,582 621,402 514,584 512,078 ― ― 2,679 13,164
1年以下 247,051 204,642 107,711 114,712 138,138 88,462 ― ―
1年超3年以下 201,770 206,766 120,080 118,136 81,690 88,630 ― ―
3年超5年以下 112,106 120,672 78,215 78,001 33,891 42,670 ― ―
5年超7年以下 87,559 85,220 60,578 55,727 26,981 29,493 ― ―
7年超10年以下 132,116 203,955 64,314 70,363 67,802 133,592 ― ―
10年超 290,967 290,451 175,683 179,318 115,284 111,133 ― ―
期間の定めのないもの 85,240 57,259 ― 5,143 50,794 18,096 ― ―
残存期間別合計 1,156,814 1,168,966 606,582 621,402 514,584 512,078 ― ―

７．当金庫は、標準的計測手法かつILMを「１」によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております（令和６年度計
数）。

８．単体総所要自己資本額＝単体リスク・アセットの合計額（単体自己資本比率の分母の額）×４％

⑵　信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーおよび証
券化エクスポージャーを除く）

イ．信用リスクに関するエクスポージャーおよび主な種類別の期末残高

（注）１．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。
２．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係

るエクスポージャーのことです。
３．「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。

①金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること
②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと
③３か月以上限度額を超過した当座貸越であること
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ハ．業種別の個別貸倒引当金および貸出金償却の残高等 (単位：百万円)

個別貸倒引当金
貸出金償却期首残高 当期増加額

当期減少額
期末残高

目的使用 その他
5年度 6年度 5年度 6年度 5年度 6年度 5年度 6年度 5年度 6年度 5年度 6年度

製造業 103 115 115 96 0 0 102 115 115 96 73 16
農業、林業 0 0 0 0 ― ― 0 0 0 0 ― ―
漁業 0 0 0 ― ― ― 0 0 0 ― ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 2 ― ― ― 0 ― 2 ― ― ― 0 0
建設業 505 466 466 432 6 3 498 463 466 432 24 35
電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― 2 ― ― ― ― ― 2 ― ―
情報通信業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1
運輸業、郵便業 14 11 11 5 5 0 9 10 11 5 3 7
卸売業、小売業 353 226 226 189 74 1 279 224 226 189 273 28
金融業、保険業 1 1 1 1 ― ― 1 1 1 1 ― ―
不動産業 536 444 444 178 1 56 534 388 444 178 14 7
物品賃貸業 0 14 14 ― ― 14 0 ― 14 ― ― ―
学術研究、専門・技術サービス業 1 1 1 ― ― ― 1 1 1 ― ― 5
宿泊業 50 33 33 3 ― ― 50 33 33 3 ― ―
飲食業 148 89 89 53 31 7 116 81 89 53 72 10
生活関連サービス業、娯楽業 18 10 10 6 5 ― 12 10 10 6 17 ―
教育、学習支援業 ― ― ― 2 ― ― ― ― ― 2 ― ―
医療、福祉 153 332 332 218 ― ― 153 332 332 218 ― ―
その他のサービス 29 20 20 30 1 ― 27 20 20 30 2 1
国・地方公共団体等 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
個人 52 60 60 37 2 2 49 57 60 37 6 ―

合　計 1,971 1,828 1,828 1,259 129 86 1,841 1,742 1,828 1,259 489 115

４．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが、困難なエク
スポージャーです。具体的には現金、有形固定資産、繰延税金資産等が含まれます。

５．ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
６．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

ロ．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高および期中の増減額
　48ページに同じ。

（注）１．当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
２．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
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単体における事業年度の開示事項

ニ．標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの内訳 (単位：百万円)

CCF・信用リスク削減効果適用前 CCF・信用リスク削減効果適用後 リスク・ウェイト
の加重平均値

（％）
オン・バランス

資産項目
オフ・バランス

資産項目
オン・バランス

資産項目
オフ・バランス

資産項目
信用リスク・
アセットの額

令和6年度
現金 12,603 ― 12,603 ― ― ―
我が国の中央政府及び中央銀行向け 62,077 ― 62,077 ― ― ―
外国の中央政府及び中央銀行向け ― ― ― ― ― ―
国際決済銀行等向け ― ― ― ― ― ―
我が国の地方公共団体向け 92,573 500 92,573 50 ― ―
外国の中央政府等以外の公共部門向け 107 ― 107 ― ― ―
国際開発銀行向け 708 ― 708 ― ― ―
地方公共団体金融機構向け 1,876 ― 1,876 ― 130 7％
我が国の政府関係機関向け 8,468 ― 8,468 ― 759 9％
地方三公社向け 900 700 900 70 40 4％
金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 367,561 ― 367,561 ― 76,661 21％

第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 45,759 ― 45,759 ― 11,899 26％
カバード・ボンド向け ― ― ― ― ― ―
法人等向け（特定貸付債権向けを含む） 140,107 11,681 134,785 1,694 108,210 79％

特定貸付債権向け ― ― ― ― ― ―
中堅中小企業等向け及び個人向け 60,599 75,124 57,976 2,649 30,095 50％

トランザクター向け ― 63,550 ― 1,983 750 38％
不動産関連向け 251,675 ― 250,700 ― 145,869 58％

自己居住用不動産等向け 171,974 ― 171,590 ― 80,008 47％
賃貸用不動産向け 55,015 ― 54,491 ― 40,603 75％
事業用不動産関連向け 24,686 ― 24,618 ― 25,257 103％
その他不動産関連向け ― ― ― ― ― ―
ＡＤＣ向け ― ― ― ― ― ―

劣後債権及びその他資本性証券等 8,632 ― 8,632 ― 8,632 100％
延滞等向け（自己居住用不動産等向けを除く。） 9,744 872 9,686 86 12,955 133％
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 2,075 ― 2,075 ― 1,755 85％
取立未済手形 407 ― 407 ― 81 20％
信用保証協会等による保証付 113,413 110 112,957 11 6,731 6％
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 44 ― 44 ― 4 10％
株式等 84 ― 84 ― 84 100％
合計 392,012

（注）１．最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、令和5年度については記載しておりません。
２．「CCF」とは、オフバランス取引の与信相当額を計算する際に使用する掛目（％）のことです。
３．「リスク・ウェイトの加重平均値（％）」とは、信用リスク・アセットの額をCCF・信用リスク削減手法適用後エクス

ポージャーのオン・バランスの額とオフ・バランスの額の合計額で除して算出した値のことです。
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単体における事業年度の開示事項

ホ．標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごと並びに
リスク・ウエイトの区分ごとの内訳 (単位：百万円)

資産の額及び与信相当額の合計額（CCF・信用リスク削減効果適用後）
0％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 31.25％ 35％ 37.5％ 40％ 43.75％ 45％ 50％ 56.25％ 60％ 62.5％

令和6年度
現金 12,603 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
我が国の中央政府及び中央銀行向け 62,077 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
外国の中央政府及び中央銀行向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
国際決済銀行等向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
我が国の地方公共団体向け 92,623 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
外国の中央政府等以外の公共部門向け 107 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
国際開発銀行向け 708 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
地方公共団体金融機構向け ― 1,876 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
我が国の政府関係機関向け ― 8,468 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
地方三公社向け ― ― ― 970 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
金融機関、第一種金融商品取
引業者及び保険会社向け ― ― ― 328,250 ― 31,495 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

第一種金融商品取引業者及び保険会社向け ― ― ― 10,463 ― 27,480 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
カバード・ボンド向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
法人等向け（特定貸付債権向けを含む） ― ― ― 7,820 ― ― ― ― ― ― ― ― 20,749 ― ― ―

特定貸付債権向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
中堅中小企業等向け及び個人向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1,983 ― ― ― ―

トランザクター向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1,983 ― ― ― ―
不動産関連向け ― ― ― 10,344 5,930 28,209 76 3,662 15 19,242 54 8,570 33,460 ― 5,267 56

自己居住用不動産等向け ― ― ― 10,344 5,930 21,635 76 ― 15 19,242 ― ― 33,460 ― ― 56
賃貸用不動産向け ― ― ― ― ― 6,574 ― 3,662 ― ― 54 8,570 ― ― 5,267 ―
事業用不動産関連向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
その他不動産関連向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
ＡＤＣ向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

劣後債権及びその他資本性証券等 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
延滞等向け（自己居住用不動
産等向けを除く。） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1,140 ― ― ―

自己居住用不動産等向けエク
スポージャーに係る延滞 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

取立未済手形 ― ― ― 407 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
信用保証協会等による保証付 45,658 67,310 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
株式会社地域経済活性化支援
機構等による保証付 ― 44 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

株式等 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
合計 213,778 77,700 ― 347,794 5,930 59,705 76 3,662 15 19,242 54 10,553 55,349 ― 5,267 56

(単位：百万円)

資産の額及び与信相当額の合計額（CCF・信用リスク削減効果適用後）
70％ 75％ 80％ 85％ 90％ 93.75％ 100％ 105％ 110％ 112.5％ 130％ 150％ 250％ 400％ その他 合計

令和6年度
現金 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 12,603
我が国の中央政府及び中央銀行向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 62,077
外国の中央政府及び中央銀行向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
国際決済銀行等向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
我が国の地方公共団体向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 92,623
外国の中央政府等以外の公共部門向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 107
国際開発銀行向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 708
地方公共団体金融機構向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1,876
我が国の政府関係機関向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 8,468
地方三公社向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 970
金融機関、第一種金融商品取
引業者及び保険会社向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 7,815 ― ― ― 367,561

第一種金融商品取引業者及び保険会社向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 7,815 ― ― ― 45,759
カバード・ボンド向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
法人等向け（特定貸付債権向けを含む） ― 1,103 ― 59,682 ― ― 47,123 ― ― ― ― ― ― ― ― 136,479

特定貸付債権向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
中堅中小企業等向け及び個人向け ― 52,297 ― ― ― ― 6,344 ― ― ― ― ― ― ― ― 60,626

トランザクター向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1,983
不動産関連向け 82,074 9,645 ― ― 1,463 96 ― 22,988 18,086 ― ― 1,454 ― ― ― 250,700

自己居住用不動産等向け 77,627 3,201 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 171,590
賃貸用不動産向け ― 6,444 ― ― ― 96 ― 22,988 ― ― ― 833 ― ― ― 54,491
事業用不動産関連向け 4,446 ― ― ― 1,463 ― ― ― 18,086 ― ― 621 ― ― ― 24,618
その他不動産関連向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
ＡＤＣ向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

劣後債権及びその他資本性証券等 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 8,632 ― ― ― 8,632
延滞等向け（自己居住用不動
産等向けを除く。） ― ― ― ― ― ― 703 ― ― ― ― 7,928 ― ― ― 9,773

自己居住用不動産等向けエク
スポージャーに係る延滞 ― ― ― ― ― ― 2,075 ― ― ― ― ― ― ― ― 2,075

取立未済手形 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 407
信用保証協会等による保証付 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 112,968
株式会社地域経済活性化支援
機構等による保証付 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 44

株式等 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 84 ― ― 84
合計 82,074 63,046 ― 59,682 1,463 96 56,247 22,988 18,086 ― ― 25,831 84 ― ― 1,128,790

（注）最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、令和5年度については記載しておりません。
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単体における事業年度の開示事項

ヘ．リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等 (単位：百万円)

告示で定める
リスク・ウェイト区分

エクスポージャーの額
令和5年度

格付適用有り 格付適用無し
0％ ― 233,818

10％ ― 70,490
20％ 60,685 370,319
35％ ― 79,413
50％ 13,336 1,268
75％ ― 114,453

100％ 7,897 196,537
150％ ― 624
200％ ― ―
250％ ― 7,969

1250％ ― ―
そ　の　他 ― ―
合　　計 1,156,814

(単位：百万円)

告示で定める
リスク・ウェイト区分（％）

令和6年度
CCF・信用リスク削減効果適用前 CCFの

加重平均値（％）
資産の額及び与信相当額
の合計額（CCF・信用リ
スク削減効果適用後）

オン・バランス
資産項目

オフ・バランス
資産項目

40％未満 766,083 8,911 10.732％ 766,093
40％～70％ 146,187 58,591 9.999％ 147,394

75％ 43,019 8,835 10.953％ 40,865
80％ ― ― ― ―
85％ 59,107 1,904 11.724％ 57,068

90％～100％ 52,199 10,637 16.627％ 50,541
105％～130％ 41,166 ― ― 41,071

150％ 25,814 109 9.999％ 25,671
250％ 84 ― ― 84
400％ ― ― ― ―

1250％ ― ― ― ―
その他 ― ― ― ―
合計 1,133,662 88,989 10.997％ 1,128,790

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー (単位：百万円)

信用リスク削減手法

ポートフォリオ

適格金融資産担保 保証 クレジット・
デリバティブ

令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度
信用リスク削減手法が適用
されたエクスポージャー 3,624 8,866 62,598 64,116 ― ―

⑷　派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

（注）１．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
２．エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。
３．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー、ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれて

おりません。

（注）１．最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、令和5年度については記載しておりません。
２．「CCFの加重平均値（％）」とは、CCFを適用した後および信用リスク削減手法の効果を勘案する前のオフ・バランス

取引のエクスポージャーの額をCCF・信用リスク削減手法適用前エクスポージャーのオフ・バランスの額に掲げる額で除
して算出した値のことです。

⑶　信用リスク削減手法に関する事項

（注）当金庫は適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

　　　該当ありません。
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単体における事業年度の開示事項

ａ．証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く） (単位：百万円)

令和5年度 令和6年度
オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引

証券化エクスポージャーの額 300 ― ― ―
(ⅰ) 銀行勘定貸 300 ― ― ―
(ⅱ) 住宅ローン ― ― ― ―
(ⅲ) 自動車ローン ― ― ― ―

ａ．証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く） (単位：百万円)

　　告示で定める
リスク・ウェイト区分

エクスポージャー残高 所要自己資本の額
令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度

オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引

0％～15％未満 ― ― ― ― ― ― ― ―
15％～50％未満 300 ― ― ― 4 ― ― ―

50％～100％未満 ― ― ― ― ― ― ― ―
100％～250％未満 ― ― ― ― ― ― ― ―
250％～400％未満 ― ― ― ― ― ― ― ―

合　　計 300 ― ― ― 4 ― ― ―

信用リスク削減手法の適用の有無 なし

イ．貸借対照表計上額および時価等 (単位：百万円)

区　分
令和5年度 令和6年度

貸借対照表計上額 時価 貸借対照表計上額 時価
上場株式等 53 53 42 42
非上場株式等 5,289 ― 5,286 ―

合　計 5,343 53 5,329 42

⑸　証券化エクスポージャーに関する事項
イ．オリジネーターの場合（信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項）

　該当ありません。
ロ．投資家の場合（信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項）

①　保有する証券化エクスポージャーの額および主な原資産の種類別の内訳

ｂ．再証券化エクスポージャー
　該当ありません。

②　保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高および所要
自己資本の額等

（注）　所要自己資本の額＝エクスポージャー残高×リスク・ウェイト×４％

ｂ．再証券化エクスポージャー
　該当ありません。

③　保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無

⑹　出資等エクスポージャーに関する事項

（注）１．取引所、店頭市場、外国有価市場で売買される株式等は、上場株式等に計上しております。
２．その他資産勘定等に出資として計上している非上場の出資は非上場株式等に含めて計上しております。
３．非上場株式等の時価は時価の把握できる銘柄のみ記載しております。
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単体における事業年度の開示事項

ロ．出資等エクスポージャーの売却および償却に伴う損益の額 (単位：百万円)

令和5年度 令和6年度
売却益 33 0
売却損 1 2
償却 ― ―

ハ．貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額 (単位：百万円)

令和5年度 令和6年度
評価損益 5 △5

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項 (単位：百万円)

令和5年度 令和6年度
ルック・スルー方式 28,567 21,221

合計 28,567 21,221

IRRBB１：金利リスク

項番
イ ロ ハ ニ

⊿EVE ⊿NII
当期末 前期末 当期末 前期末

1 上方パラレルシフト 702 767 748 644
2 下方パラレルシフト 935 2,261 0 0
3 スティープ化 354 386
4 フラット化
5 短期金利上昇
6 短期金利低下
7 最大値 935 2,261 748 644

ホ へ
当期末 前期末

8 自己資本の額 37,325 35,522

（注）損益計算書における損益の額を記載しております。

ニ．貸借対照表および損益計算書で認識されない評価損益の額
　該当ありません。

⑺　リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

（注）「ルック・スルー方式」とは、ファンドの裏付資産となる資産等のエクスポージャーをあたかも直接保有しているかの
ようにリスク・ウェイトを算出する方式のこと。

⑻　金利リスクに関する事項
(単位：百万円)

（注）金利リスクの算定方法の概要等は、「自己資本の充実の状況等について」に記載しております。
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１．自己資本の構成に関する事項 (単位：百万円)

項　　　　　　　目 令和5年度 令和6年度
コア資本に係る基礎項目 (1)
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 35,134 36,907

うち、出資金及び資本剰余金の額 21,846 21,665
うち、利益剰余金の額 13,447 15,501
うち、外部流出予定額（△） ― ―
うち、上記以外に該当するものの額 △159 △259

コア資本に算入されるその他の包括利益累計額又は評価・換算差額等 ― ―
うち、為替換算調整勘定 ― ―
うち、退職給付に係るものの額

コア資本に係る調整後非支配株主持分の額 ― ―
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 1,297 1,264

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 1,297 1,264
うち、適格引当金コア資本算入額 ― ―

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ― ―
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ― ―
コア資本に係る基礎項目の額 (イ) 36,432 38,172
コア資本に係る調整項目 (2)
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 183 154

うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額 ― ―
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 183 154

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 593 558
適格引当金不足額 ― ―
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 ― ―
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
退職給付に係る資産の額 ― ―
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 ― ―
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 ― ―
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 ― ―
信用金庫連合会の対象普通出資等の額 ― ―
特定項目に係る十パーセント基準超過額 ― ―

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 ― ―
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ―

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 ― ―
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 ― ―
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ―

コア資本に係る調整項目の額 (ロ) 777 713
自己資本
自己資本の額 ((イ) － (ロ)) (ハ) 35,655 37,458
リスク・アセット等 (3)
信用リスク・アセットの額の合計額 448,338 449,086

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー ― ―
うち、上記以外に該当するものの額

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 ―
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 21,645 21,370
信用リスク・アセット調整額 ―
フロア調整額 ―
オペレーショナル・リスク相当額調整額 ―
リスク・アセット等の額の合計額 (ニ) 469,984 470,457
連結自己資本比率
連結自己資本比率 ((ハ) ／ (ニ)) 7.58％ 7.96％

Ⅱ．連結会計年度の開示事項

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用金庫および信用金庫連合
会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）（以下、
「告示」という。）」に基づく開示を行っております。なお、当金庫グループは国内基準を採用しております。
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⑵　自己資本の充実度に関する事項 (単位：百万円)

令和5年度 令和6年度
リスク・アセット等 所要自己資本額 リスク・アセット等 所要自己資本額

イ．信用リスク・アセット・所要自己資本の額合計 448,338 17,933 449,086 17,963
①　標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー 429,819 17,192 427,733 17,109

現金 ― ― ― ―
我が国の中央政府及び中央銀行向け ― ― ― ―
外国の中央政府及び中央銀行向け ― ― ― ―
国際決済銀行等向け ― ― ― ―
我が国の地方公共団体向け ― ― ― ―
外国の中央政府等以外の公共部門向け ― ― ― ―
国際開発銀行向け ― ― ― ―
地方公共団体金融機構向け 130 5 130 5
我が国の政府関係機関向け 792 31 759 30
地方三公社向け 40 1 40 1
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 73,789 2,951 76,661 3,066

第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 11,899 475
カバード・ボンド向け ― ―
法人等向け 77,166 3,086 108,210 4,328
中小企業等向け及び個人向け 92,119 3,684
中堅中小企業向け及び個人向け 30,095 1,203

トランザクター向け 750 30
抵当権付住宅ローン 30,325 1,213
不動産取得等事業向け 110,617 4,424
不動産関連向け 145,869 5,834

自己居住用不動産等向け 80,008 3,200
賃貸用不動産向け 40,603 1,624
事業用不動産関連向け 25,257 1,010
その他不動産関連向け ― ―
ＡＤＣ向け ― ―

劣後債権及びその他資本性証券等 8,632 345
三月以上延滞等 1,968 78
延滞等向け 12,955 518
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 1,755 70
取立未済手形 132 5 81 3
信用保証協会等による保証付 5,894 235 6,731 269
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 4 0 4 0
出資等 76 3

出資等のエクスポージャー 76 3
重要な出資のエクスポージャー ― ―

株式等 74 2
上記以外 36,760 1,470 35,730 1,429

重要な出資のエクスポージャー ― ―
他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他外部Ｔ
ＬＡＣ関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー 8,303 332 8,053 322
信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の
額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー 7,778 311 7,508 300
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー 7,373 294 7,303 292
上記以外のエクスポージャー 13,304 532 12,866 514

②　証券化エクスポージャー 102 4 ― ―
証券化（オリジネーター） ― ― ― ―

（うち再証券化） ― ― ― ―
証券化（オリジネーター以外） 102 4 ― ―

（うち再証券化） ― ― ― ―
③ リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー 18,417 736 21,353 854

ルック・スルー方式 18,417 736 21,353 854
④ 未決済取引 ― ―
⑤ 他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措

置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額 ― ― ― ―
⑥ ＣＶＡリスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額（簡便法） ― ― ― ―
⑦ 中央清算機関関連エクスポージャー ― ― ― ―

ロ．オペレーショナル・リスク相当額を八パーセントで除して得た額 21,645 865 21,370 854
BI 14,247
BIC 1,709

ハ．連結リスクアセットの合計額及び連結総所要自己資本額（イ＋ロ） 469,984 18,799 470,457 18,818

２．定量的な開示事項
⑴　その他金融機関等であって信用金庫の子法人等であるもののうち、自己資本比率規制上の所要自己

資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額
　該当ありません。

（注）１．所要自己資本額＝リスク・アセット等×４％
２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引および派生商品取引の与

信相当額等のことです。
３．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポージ

ャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人等向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・
ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。

４．延滞等とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。
①金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること
②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと
③３か月以上限度額を超過した当座貸越であること
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粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×15％
直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

＜令和５年度計数におけるオペレーショナル・リスク相当額（基礎的手法）の算定方法＞

　

＜地域別・業種別・残存期間別＞ (単位：百万円)

エクスポージャー
区分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高 三 月 以
上 延 滞
エ ク ス
ポ ー ジ
ャー

延 滞 エ
ク ス ポ
ー ジ ャ
ー

貸出金、コミッ
トメント及びそ
の他のデリバテ
ィブ以外のオフ
バランス取引

債券 デリバティブ取引

5年度 6年度 5年度 6年度 5年度 6年度 5年度 6年度 5年度 6年度
国内 1,131,581 1,142,837 606,582 621,402 489,443 486,042 ― ― 2,679 13,164
国外 25,222 26,120 ― ― 25,131 26,026 ― ― ― ―
地域別合計 1,156,803 1,168,957 606,582 621,402 514,574 512,068 ― ― 2,679 13,164
製造業 20,000 25,357 18,517 16,727 1,470 8,598 ― ― 50 575
農業、林業 356 350 356 350 ― ― ― ― 10 18
漁業 7 10 7 10 ― ― ― ― 6 4
鉱業、採石業、砂利採取業 230 137 230 137 ― ― ― ― 70 61
建設業 65,188 67,985 63,963 64,985 1,190 2,959 ― ― 185 1,219
電気・ガス・熱供給・水道業 8,367 10,000 1,048 981 7,299 8,992 ― ― ― 35
情報通信業 2,765 2,558 1,019 1,015 1,740 1,540 ― ― 0 0
運輸業、郵便業 17,055 17,226 16,189 15,870 856 1,344 ― ― 7 88
卸売業、小売業 50,399 53,133 47,096 48,886 3,273 4,213 ― ― 365 2,288
金融業、保険業 432,549 402,121 22,127 26,965 404,592 369,103 ― ― 0 ―
不動産業 141,256 142,011 136,635 136,013 4,536 5,906 ― ― 813 2,794
物品賃貸業 3,799 5,451 3,799 5,450 ― ― ― ― 21 0
学術研究、専門・技術サービス業 1,054 1,028 1,054 1,027 ― ― ― ― 0 0
宿泊業 1,839 1,945 1,839 1,944 ― ― ― ― 26 34
飲食業 6,487 6,702 6,481 6,696 ― ― ― ― 175 705
生活関連サービス業、娯楽業 5,562 5,837 5,557 5,831 3 3 ― ― 13 348
教育、学習支援業 1,742 1,486 1,740 1,485 ― ― ― ― 0 3
医療、福祉 12,389 12,052 12,363 12,026 ― ― ― ― 250 1,056
その他のサービス 23,352 25,366 23,135 24,916 204 435 ― ― 191 1,572
国・地方公共団体等 128,480 149,346 38,914 40,226 89,392 108,960 ― ― ― ―
個人 204,671 210,025 204,499 209,844 ― ― ― ― 490 2,358
その他 29,235 28,809 ― ― 13 11 ― ― ― ―
業種別合計 1,156,803 1,168,957 606,582 621,402 514,574 512,068 ― ― 2,679 13,164
1年以下 247,051 204,642 107,711 114,712 138,138 88,462 ― ―
1年超3年以下 201,770 206,766 120,080 118,136 81,690 88,630 ― ―
3年超5年以下 112,106 120,672 78,215 78,001 33,891 42,670 ― ―
5年超7年以下 87,559 85,220 60,578 55,727 26,981 29,493 ― ―
7年超10年以下 132,116 203,955 64,314 70,363 67,802 133,592 ― ―
10年超 290,967 290,451 175,683 179,318 115,284 111,133 ― ―
期間の定めのないもの 85,230 57,249 ― 5,143 50,784 18,086 ― ―
残存期間別合計 1,156,803 1,168,957 606,582 621,402 514,574 512,068 ― ―

５．当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております（令和５年度計数）。

６．当金庫ではマーケット・リスクに関する事項は該当ありません。
７．当金庫は、標準的計測手法かつILMを「１」によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております（令和６年度計

数）。
８．連結総所要自己資本額＝連結リスク・アセットの合計額（連結自己資本比率の分母の額）×４％

⑶　信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーおよび証
券化エクスポージャーを除く）

イ．信用リスクに関するエクスポージャーおよび主な種類別の期末残高

（注）１．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。
２．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係

るエクスポージャーのことです。
３．「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。
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ハ．業種別の個別貸倒引当金および貸出金償却の残高等 (単位：百万円)

個別貸倒引当金
貸出金償却期首残高 当期増加額

当期減少額
期末残高

目的使用 その他
5年度 6年度 5年度 6年度 5年度 6年度 5年度 6年度 5年度 6年度 5年度 6年度

製造業 103 115 115 96 0 0 102 115 115 96 73 16
農業、林業 0 0 0 0 ― ― 0 0 0 0 ― ―
漁業 0 0 0 ― ― ― 0 0 0 ― ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 2 ― ― ― 0 ― 2 ― ― ― 0 0
建設業 505 466 466 432 6 3 498 463 466 432 24 35
電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― 2 ― ― ― ― ― 2 ― ―
情報通信業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1
運輸業、郵便業 14 11 11 5 5 0 9 10 11 5 3 7
卸売業、小売業 353 226 226 189 74 1 279 224 226 189 273 28
金融業、保険業 1 1 1 1 ― ― 1 1 1 1 ― ―
不動産業 536 444 444 178 1 56 534 388 444 178 14 7
物品賃貸業 0 14 14 ― ― 14 0 ― 14 ― ― ―
学術研究、専門・技術サービス業 1 1 1 ― ― ― 1 1 1 ― ― 5
宿泊業 50 33 33 3 ― ― 50 33 33 3 ― ―
飲食業 148 89 89 53 31 7 116 81 89 53 72 10
生活関連サービス業、娯楽業 18 10 10 6 5 ― 12 10 10 6 17 ―
教育、学習支援業 ― ― ― 2 ― ― ― ― ― 2 ― ―
医療、福祉 153 332 332 218 ― ― 153 332 332 218 ― ―
その他のサービス 29 20 20 30 1 ― 27 20 20 30 2 1
国・地方公共団体等 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
個人 52 60 60 37 2 2 49 57 60 37 6 ―

合　計 1,971 1,828 1,828 1,259 129 86 1,841 1,742 1,828 1,259 489 115

①金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること
②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと
③３か月以上限度額を超過した当座貸越であること

４．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが、困難なエク
スポージャーです。具体的には現金、有形固定資産、繰延税金資産等が含まれます。

５．ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
６．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

ロ．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高および期中の増減額
　48ページに同じ。

（注）１．当金庫グループは、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
２．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
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ニ．標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの内訳
（連結） (単位：百万円)

CCF・信用リスク削減効果適用前 CCF・信用リスク削減効果適用後 リスク・ウェイト
の加重平均値

（％）
オン・バランス

資産項目
オフ・バランス

資産項目
オン・バランス

資産項目
オフ・バランス

資産項目
信用リスク・
アセットの額

令和6年度
現金 12,603 ― 12,603 ― ― ―
我が国の中央政府及び中央銀行向け 62,077 ― 62,077 ― ― ―
外国の中央政府及び中央銀行向け ― ― ― ― ― ―
国際決済銀行等向け ― ― ― ― ― ―
我が国の地方公共団体向け 92,573 500 92,573 50 ― ―
外国の中央政府等以外の公共部門向け 107 ― 107 ― ― ―
国際開発銀行向け 708 ― 708 ― ― ―
地方公共団体金融機構向け 1,876 ― 1,876 ― 130 7％
我が国の政府関係機関向け 8,468 ― 8,468 ― 759 9％
地方三公社向け 900 700 900 70 40 4％
金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 367,561 ― 367,561 ― 76,661 21％

第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 45,759 ― 45,759 ― 11,899 26％
カバード・ボンド向け ― ― ― ― ― ―
法人等向け（特定貸付債権向けを含む） 140,107 11,681 134,785 1,694 108,210 79％

特定貸付債権向け ― ― ― ― ― ―
中堅中小企業等向け及び個人向け 60,599 75,124 57,976 2,649 30,095 50％

トランザクター向け ― 63,550 ― 1,983 750 38％
不動産関連向け 251,675 ― 250,700 ― 145,869 58％

自己居住用不動産等向け 171,974 ― 171,590 ― 80,008 47％
賃貸用不動産向け 55,015 ― 54,491 ― 40,603 75％
事業用不動産関連向け 24,686 ― 24,618 ― 25,257 103％
その他不動産関連向け ― ― ― ― ― ―
ＡＤＣ向け ― ― ― ― ― ―

劣後債権及びその他資本性証券等 8,632 ― 8,632 ― 8,632 100％
延滞等向け（自己居住用不動産等向けを除く。） 9,744 872 9,686 86 12,955 133％
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 2,075 ― 2,075 ― 1,755 85％
取立未済手形 407 ― 407 ― 81 20％
信用保証協会等による保証付 113,413 110 112,957 11 6,731 6％
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 44 ― 44 ― 4 10％
株式等 74 ― 74 ― 74 100％
合計 392,002

（注）１．最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、令和5年度については記載しておりません。
２．「CCF」とは、オフバランス取引の与信相当額を計算する際に使用する掛目（％）のことです。
３．「リスク・ウェイトの加重平均値（％）」とは、信用リスク・アセットの額をCCF・信用リスク削減手法適用後エクス

ポージャーのオン・バランスの額とオフ・バランスの額の合計額で除して算出した値のことです。
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連結会計年度の開示事項

ホ．標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごと並びに
リスク・ウエイトの区分ごとの内訳 (単位：百万円)

資産の額及び与信相当額の合計額（CCF・信用リスク削減効果適用後）
0％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 31.25％ 35％ 37.5％ 40％ 43.75％ 45％ 50％ 56.25％ 60％ 62.5％

令和6年度
現金 12,603 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
我が国の中央政府及び中央銀行向け 62,077 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
外国の中央政府及び中央銀行向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
国際決済銀行等向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
我が国の地方公共団体向け 92,623 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
外国の中央政府等以外の公共部門向け 107 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
国際開発銀行向け 708 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
地方公共団体金融機構向け ― 1,876 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
我が国の政府関係機関向け ― 8,468 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
地方三公社向け ― ― ― 970 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
金融機関、第一種金融商品取
引業者及び保険会社向け ― ― ― 328,250 ― 31,495 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

第一種金融商品取引業者及び保険会社向け ― ― ― 10,463 ― 27,480 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
カバード・ボンド向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
法人等向け（特定貸付債権向けを含む） ― ― ― 7,820 ― ― ― ― ― ― ― ― 20,749 ― ― ―

特定貸付債権向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
中堅中小企業等向け及び個人向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1,983 ― ― ― ―

トランザクター向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1,983 ― ― ― ―
不動産関連向け ― ― ― 10,344 5,930 28,209 76 3,662 15 19,242 54 8,570 33,460 ― 5,267 56

自己居住用不動産等向け ― ― ― 10,344 5,930 21,635 76 ― 15 19,242 ― ― 33,460 ― ― 56
賃貸用不動産向け ― ― ― ― ― 6,574 ― 3,662 ― ― 54 8,570 ― ― 5,267 ―
事業用不動産関連向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
その他不動産関連向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
ＡＤＣ向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

劣後債権及びその他資本性証券等 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
延滞等向け（自己居住用不動
産等向けを除く。） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1,140 ― ― ―

自己居住用不動産等向けエク
スポージャーに係る延滞 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

取立未済手形 ― ― ― 407 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
信用保証協会等による保証付 45,658 67,310 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
株式会社地域経済活性化支援
機構等による保証付 ― 44 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

株式等 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
合計 213,778 77,700 ― 347,794 5,930 59,705 76 3,662 15 19,242 54 10,553 55,349 ― 5,267 56

(単位：百万円)

資産の額及び与信相当額の合計額（CCF・信用リスク削減効果適用後）
70％ 75％ 80％ 85％ 90％ 93.75％ 100％ 105％ 110％ 112.5％ 130％ 150％ 250％ 400％ その他 合計

令和6年度
現金 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 12,603
我が国の中央政府及び中央銀行向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 62,077
外国の中央政府及び中央銀行向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
国際決済銀行等向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
我が国の地方公共団体向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 92,623
外国の中央政府等以外の公共部門向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 107
国際開発銀行向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 708
地方公共団体金融機構向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1,876
我が国の政府関係機関向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 8,468
地方三公社向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 970
金融機関、第一種金融商品取
引業者及び保険会社向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 7,815 ― ― ― 367,561

第一種金融商品取引業者及び保険会社向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 7,815 ― ― ― 45,759
カバード・ボンド向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
法人等向け（特定貸付債権向けを含む） ― 1,103 ― 59,682 ― ― 47,123 ― ― ― ― ― ― ― ― 136,479

特定貸付債権向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
中堅中小企業等向け及び個人向け ― 52,297 ― ― ― ― 6,344 ― ― ― ― ― ― ― ― 60,626

トランザクター向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1,983
不動産関連向け 82,074 9,645 ― ― 1,463 96 ― 22,988 18,086 ― ― 1,454 ― ― ― 250,700

自己居住用不動産等向け 77,627 3,201 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 171,590
賃貸用不動産向け ― 6,444 ― ― ― 96 ― 22,988 ― ― ― 833 ― ― ― 54,491
事業用不動産関連向け 4,446 ― ― ― 1,463 ― ― ― 18,086 ― ― 621 ― ― ― 24,618
その他不動産関連向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
ＡＤＣ向け ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

劣後債権及びその他資本性証券等 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 8,632 ― ― ― 8,632
延滞等向け（自己居住用不動
産等向けを除く。） ― ― ― ― ― ― 703 ― ― ― ― 7,928 ― ― ― 9,773

自己居住用不動産等向けエク
スポージャーに係る延滞 ― ― ― ― ― ― 2,075 ― ― ― ― ― ― ― ― 2,075

取立未済手形 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 407
信用保証協会等による保証付 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 112,968
株式会社地域経済活性化支援
機構等による保証付 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 44

株式等 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 74 ― ― 74
合計 82,074 63,046 ― 59,682 1,463 96 56,247 22,988 18,086 ― ― 25,831 74 ― ― 1,128,780

（注）最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、令和5年度については記載しておりません。
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連結会計年度の開示事項

ヘ．リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等 (単位：百万円)

告示で定める
リスク・ウェイト区分

エクスポージャーの額
令和5年度

格付適用有り 格付適用無し
0％ ― 233,818

10％ ― 70,490
20％ 60,685 370,319
35％ ― 79,413
50％ 13,336 1,268
75％ ― 114,453

100％ 7,897 196,539
150％ ― 624
200％ ― ―
250％ ― 7,956

1250％ ― ―
そ　の　他 ― ―
合　　計 1,156,803

(単位：百万円)

告示で定める
リスク・ウェイト区分（％）

令和6年度
CCF・信用リスク削減効果適用前 CCFの

加重平均値（％）
資産の額及び与信相当額
の合計額（CCF・信用リ
スク削減効果適用後）

オン・バランス
資産項目

オフ・バランス
資産項目

40％未満 766,083 8,911 10.732％ 766,093
40％～70％ 146,187 58,591 9.999％ 147,394

75％ 43,019 8,835 10.953％ 40,865
80％ ― ― ― ―
85％ 59,107 1,904 11.724％ 57,068

90％～100％ 52,199 10,637 16.627％ 50,541
105％～130％ 41,166 ― ― 41,071

150％ 25,814 109 9.999％ 25,671
250％ 74 ― ― 74
400％ ― ― ― ―

1250％ ― ― ― ―
その他 ― ― ― ―
合計 1,133,652 88,989 10.997％ 1,128,780

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー (単位：百万円)

信用リスク削減手法

ポートフォリオ

適格金融資産担保 保証 クレジット・
デリバティブ

令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度
信用リスク削減手法が適用
されたエクスポージャー 3,624 8,866 62,598 64,116 ― ―

⑸　派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

（注）１．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
２．エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。
３．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー、ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれて

おりません。

（注）１．最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、令和5年度については記載しておりません。
２．「CCFの加重平均値（％）」とは、CCFを適用した後および信用リスク削減手法の効果を勘案する前のオフ・バランス

取引のエクスポージャーの額をCCF・信用リスク削減手法適用前エクスポージャーのオフ・バランスの額に掲げる額で除
して算出した値のことです。

⑷　信用リスク削減手法に関する事項

（注）当金庫グループは適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

　　該当ありません。
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連結会計年度の開示事項

ａ．証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く） (単位：百万円)

令和5年度 令和6年度
オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引

証券化エクスポージャーの額 300 ― ― ―
(ⅰ) 銀行勘定貸 300 ― ― ―
(ⅱ) 住宅ローン ― ― ― ―
(ⅲ) 自動車ローン ― ― ― ―

ａ．証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く） (単位：百万円)

　　告示で定める
リスク・ウェイト区分

エクスポージャー残高 所要自己資本の額
令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度

オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引

0％～15％未満 ― ― ― ― ― ― ― ―
15％～50％未満 300 ― ― ― 4 ― ― ―

50％～100％未満 ― ― ― ― ― ― ― ―
100％～250％未満 ― ― ― ― ― ― ― ―
250％～400％未満 ― ― ― ― ― ― ― ―

合　　計 300 ― ― ― 4 ― ― ―

信用リスク削減手法の適用の有無 なし

⑹　証券化エクスポージャーに関する事項
イ．連結グループがオリジネーターの場合（信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポ

ージャーに関する事項）
　該当ありません。

ロ．連結グループが投資家の場合（信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャー
に関する事項）
①　保有する証券化エクスポージャーの額および主な原資産の種類別の内訳

ｂ．再証券化エクスポージャー
　該当ありません。

②　保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高および所要
自己資本の額等

（注）所要自己資本の額＝エクスポージャー残高×リスク・ウェイト×４％

ｂ．再証券化エクスポージャー
　該当ありません。

③　保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無
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連結会計年度の開示事項

イ．連結貸借対照表計上額および時価等 (単位：百万円)

区　分
令和5年度 令和6年度

連結貸借対照表計上額 時価 連結貸借対照表計上額 時価
上場株式等 53 53 42 42
非上場株式等 5,279 ― 5,276 ―

合　計 5,333 53 5,319 42

ロ．出資等エクスポージャーの売却および償却に伴う損益の額 (単位：百万円)

令和5年度 令和6年度
売却益 33 0
売却損 1 2
償却 ― ―

ハ．連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額 (単位：百万円)

令和5年度 令和6年度
評価損益 5 △5

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項 (単位：百万円)

令和5年度 令和6年度
ルック・スルー方式 28,567 21,221

合計 28,567 21,221

⑺　出資等エクスポージャーに関する事項

（注）１．取引所、店頭市場、外国有価市場で売買される株式等は、上場株式等に計上しております。
２．その他資産勘定等に出資として計上している非上場の出資は非上場株式等に含めて計上しております。
３．非上場株式等の時価は時価の把握できる銘柄のみ記載しております。

（注）連結損益計算書における損益の額を記載しております。

ニ．連結貸借対照表および連結損益計算書で認識されない評価損益額
　該当ありません。

⑻　リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

（注）「ルック・スルー方式」とは、ファンドの裏付資産となる資産等のエクスポージャーをあたかも直接保有しているかの
ようにリスク・ウェイトを算出する方式のこと。
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連結会計年度の開示事項

IRRBB１：金利リスク

項番
イ ロ ハ ニ

⊿EVE ⊿NII
当期末 前期末 当期末 前期末

1 上方パラレルシフト 702 767 748 644
2 下方パラレルシフト 935 2,261 0 0
3 スティープ化 354 386
4 フラット化
5 短期金利上昇
6 短期金利低下
7 最大値 935 2,261 748 644

ホ へ
当期末 前期末

8 自己資本の額 37,458 35,655

⑼　金利リスクに関する事項
(単位：百万円)

（注）１．金利リスクの算定方法の概要等は、「自己資本の充実の状況等について」に記載しております。
２．当金庫においては、連結子会社の資産・負債に係る重要性を踏まえ、単体と同様のリスク量となっております。
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